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安
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議
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議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
自
民
党
が
勉
強
会
に
招
い
た
講
師
が
報
道
機
関
に
対
し
威
圧
発
言
を
さ
れ
た
こ
と
に
係
る
安

倍
首
相
の
国
会
答
弁
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
自
民
党
が
勉
強
会
に
招
い
た
講
師
が
報
道
機
関
に
対
し
威
圧
発
言
を
さ
れ
た
こ
と
に
係

る
安
倍
首
相
の
国
会
答
弁
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
四
〇
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
一

に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
の
地
位
に
あ
る
者
が
、
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
で
の
質
疑
に
対
す
る
答
弁
等
に
お

い
て
、
一
政
治
家
、
政
党
の
一
員
そ
の
他
の
個
人
の
立
場
で
の
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え

て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
基
本
的
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
の
職
務
と
自
由
民
主
党
総
裁
と
し
て
の
職
務
を
区
分
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
答
弁
書
を
起
案
し
た
者
の
氏
名
」
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り

一



で
あ
る
。

二


